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は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
と
稿
者
の
既
発
表
か
ら
、
本
稿
の
意
義
を
整
理
し
て
述
べ

て
お
き
た
い
。

ま
ず
稿
者
が
白
袴
を
穿
く
女
君
に
着
目
し
た
の
は
『
堤
中
納
言
物
語
』
所
収
の
「
虫

め
づ
る
姫
君
」
で
あ
っ
た
。
虫
を
愛
玩
す
る
風
変
わ
り
な
姫
君
は
、
貴
族
女
性
が
一

般
的
に
着
用
す
る
「
紅
の
袴
」
で
は
な
く
、「
白
き
袴
」
を
愛
用
す
る
。
従
来
、
虫
め

づ
る
姫
君
の
「
白
き
袴
」
は
男
物
で
あ
り
、
姫
君
が
男
性
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
持
ち

主
で
あ
る
が
故
の
男
装
だ
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
で
は
、
白
袴
の
女
性

の
着
用
例
か
ら
、
若
い
女
性
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
、
老
女
の
よ
う
な
装
い
だ
と
分
析

さ
れ
て
い
る（
１
）。
稿
者
が
さ
ら
に
用
例
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、『
長
秋
記
』
の
令
子
内
親

王
の
尼
姿
の
記
事
な
ど
、
白
袴
は
老
尼
の
装
い
と
し
て
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
り
、

虫
め
づ
る
姫
君
の
「
白
き
袴
」
は
、
プ
レ
テ
ク
ス
ト
と
し
て
い
る
『
源
氏
物
語
』
若

紫
巻
の
成
人
前
の
童
女
で
あ
る
紫
の
上
だ
け
で
な
く
、
性
的
対
象
外
の
女
性
と
し
て

紫
の
上
の
祖
母
尼
君
の
イ
メ
ー
ジ
を
投
影
さ
せ
る
狙
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た（
２
）。

「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
の
女
た
ち
の
出
家
剃
髪
の
場
面
で
、
脱
ぎ
置
か
れ
た
「
紅
の

袴
」
が
背
後
に
描
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
、「
紅
の
袴
」
は
女
の
性
の
象
徴
で
あ
り
、
反

対
に
老
女
や
尼
の
「
白
き
袴
」
は
「
性
的
な
意
味
で
の
女
で
あ
る
こ
と
」
を
や
め
た

装
束
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（
３
）。

次
い
で
女
君
の
白
袴
姿
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
本
稿
で
採
り
上
げ
る
『
平
家
物
語
』

小
宰
相
の
身
投
げ
場
面
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』
小
宰
相
に
関
す
る
本
文
は
、
古
態
を

残
し
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、
か
つ
叙
述
の
詳
細
な
延
慶
本
で
考
察
す
る（
４
）が
、
身
投

げ
の
際
の
袴
の
色
が
白
で
あ
っ
た
こ
と
は
諸
本
で
共
通
し
て
お
り
、
本
文
中
に
説
明

は
な
い
も
の
の
、
表
面
上
は
上
西
門
院
の
お
気
に
入
り
女
房
と
し
て
、「
紅
の
袴
の
女

房
よ
り
上
臈
の
一
種
の
禁
色
聴
許
の
高
位
の
も
の
の
姿
」
と
理
解
さ
れ
る（
５
）。
し
か
し

延
慶
本
に
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
覚
一
本
巻
八
「
太
宰
府
落
」
で
は
、
平
家
方
の
す

べ
て
の
女
性
た
ち
が
「
紅
の
袴
」
を
着
用
し
て
お
り
、
そ
れ
は
男
性
た
ち
の
「
白
き

袴
」
と
対
比
的
な
、
女
の
身
体
を
表
象
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小

宰
相
の
入
水
場
面
で
身
に
ま
と
う
の
は
、「
白
き
袴
」
だ
と
明
記
す
る
こ
と
の
意
味
の

重
さ
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
小
宰
相
の
入
水
の
装
束
と
し
て
、
白
袴
が

意
図
的
に
選
び
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
女
性
の
袴
の
色
は
紅
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
単
に
「
袴
」
と
あ

る
場
合
は
す
な
わ
ち
「
紅
の
袴
」
を
指
す
こ
と
が
自
明
で
あ
り
、
物
語
中
で
女
性
の

袴
の
色
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
延
慶
本
で
「
白
キ
袴
」
は
小
宰
相
の
一

例
の
み
、
そ
れ
以
外
で
女
性
の
袴
の
色
が
明
記
さ
れ
る
の
は
「
紅
ノ
袴
」
が
二
例
あ

る
だ
け
で
、「
紅
ノ
袴
」
は
い
ず
れ
も
男
を
誘
い
、
惑
わ
せ
、
誑
か
そ
う
と
す
る
女
の

装
束
と
し
て
、
性
的
な
意
味
で
の
女
性
性
や
そ
の
罪
を
強
調
す
る
意
図
が
窺
え
る
用

例
で
あ
っ
た（
６
）。

ま
た
女
の
穿
く
「
白
き
袴
」
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
、
尊

貴
な
女
性
の
着
用
例
が
あ
り
、
女
房
が
御
所
な
ど
公
の
場
で
白
袴
を
着
用
す
る
に
は

延
慶
本
『
平
家
物
語
』
小
宰
相
入
水
譚
と
白
袴

―
陰
画
と
し
て
の
『
源
氏
物
語
』
浮
舟
と
『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
「
心
強
し
」 

―
馬

場

淳

子
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特
別
な
許
可
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
用
例
や
、
女
神
や
天
女
・
竜
女
が
白
袴

姿
で
絵
画
化
さ
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る（
７
）が
、
そ
れ
ら
は
男
性
が
お
い
そ
れ
と
性
的

対
象
と
し
て
は
な
ら
な
い
、
不
可
侵
な
尊
さ
を
あ
ら
わ
す
女
性
の
装
い
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
総
じ
て
女
の
穿
く
「
紅
の
袴
」
は
女
の
性
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
り
、
反
対

に
女
の
穿
く
「
白
き
袴
」
は
女
の
性
を
隠
蔽
す
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
女
の
穿
く
「
紅
の
袴
」
と
「
白
き
袴
」
と
の
対
比
構
造

を
前
提
と
し
た
上
で
、
浮
舟
の
「
紅
の
袴
」
を
性
愛
の
罪
の
刻
印
と
し
て
描
く
『
源

氏
物
語
』
浮
舟
入
水
譚
の
反
転
と
し
て
、「
貞
女
」
と
称
さ
れ
る
『
平
家
物
語
』
小
宰

相
の
白
袴
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

一
．『
源
氏
物
語
』
浮
舟
と
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
小
宰
相
入
水
譚
（
一
）

同
じ
く
女
性
の
入
水
譚（
８
）を

語
る
と
は
い
え
、『
源
氏
物
語
』
の
浮
舟
は
薫
と
匂
の
宮

と
の
板
挟
み
に
煩
悶
し
て
入
水
を
決
意
す
る
も
の
の
未
遂
に
終
わ
っ
た
の
に
対
し
、

『
平
家
物
語
』
の
小
宰
相
は
愛
す
る
通
盛
の
戦
死
に
絶
望
し
て
妊
婦
で
あ
り
な
が
ら
も

身
投
げ
し
て
亡
く
な
っ
た
こ
と
は
、
大
き
な
相
違
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
延
慶

本
『
平
家
物
語
』
第
五
本
「
通
盛
北
方
ニ
合
初
ル
事
付
同
北
方
ノ
身
投
給
事
」
の
小

宰
相
入
水
譚
は
、『
源
氏
物
語
』
手
習
巻
の
浮
舟
の
物
語
を
踏
襲
し
な
が
ら
叙
述
さ
れ

て
お
り
、
浮
舟
の
イ
メ
ー
ジ
が
点
在
し
て
い
る（
９
）。

浮
舟
を
小
宰
相
に
、
薫
を
通
盛
に

重
ね
合
わ
せ
、
そ
の
共
通
項
に
つ
い
て
四
重
田
陽
美
氏
の
指
摘
を
稿
者
な
り
に
ま
と

め
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う）
（1
（

。

①�

薫
も
通
盛
も
重
き
を
置
く
正
妻
と
同
じ
屋
敷
（
同
じ
船
）
に
住
む
が
、
浮
舟

と
小
宰
相
は
離
れ
た
別
邸
（
別
の
船
）
で
男
（
夫
）
の
訪
れ
を
待
つ
と
い
う

不
安
定
な
身
の
上
で
あ
っ
た
こ
と
。

②�

小
宰
相
も
浮
舟
の
よ
う
に
、
死
な
ず
に
生
き
長
ら
え
ば
不
本
意
な
結
婚
（
再

婚
）
を
強
い
ら
れ
る
可
能
性
が
語
ら
れ
る
こ
と）
（（
（

（
二
人
の
男
と
一
人
の
女
の

三
角
関
係
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
）。

③�

浮
舟
は
都
の
母
親
へ
の
手
紙
を
残
し
て
右
近
た
ち
が
寝
静
ま
っ
た
隙
に
屋
敷

か
ら
失
踪
し
、
小
宰
相
も
ま
た
都
の
家
族
へ
の
手
紙
を
託
し
て
乳
母
子
の
女

房
が
ま
ど
ろ
ん
だ
隙
に
入
水
を
遂
げ
た
こ
と
。

④�

「
浮
舟
」
と
い
う
名
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
ま
さ
に
大
海
の
波
間
を
さ
す
ら
う
小
宰

相
の
境
遇
と
重
な
り
合
う
こ
と
。

本
稿
で
は
こ
の
他
に
、
小
宰
相
の
入
水
と
浮
舟
の
出
家
の
場
面
に
お
い
て
類
似
の

箇
所
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
平
家
の
人
々
と
共
に
都
落
ち
し
た
小
宰

相
は
、
一
の
谷
で
の
通
盛
戦
死
の
報
を
受
け
、
屋
島
へ
向
か
う
船
上
で
身
投
げ
を
決

意
す
る
。
往
生
を
願
っ
て
極
楽
の
阿
弥
陀
仏
の
い
る
西
の
方
角
に
向
か
っ
て
合
掌
・

念
仏
し
よ
う
と
す
る
が
、「
イ
ヅ
ク
西
ト
ハ
ワ（
分
）カ

ネ
ド
モ
」
と
、
ど
こ
が
西
か
わ
か
ら

な
い
と
し
な
が
ら
も
、
朧
月
が
山
の
端
に
入
る
方
角
を
頼
り
、「
サ
ス
ガ
ニ
只
今
ヲ

限（
か
ぎ
り
）ト

ハ
都
ニ
ハ
ヨ
モ
シ（
知
）ラ

ジ
」（
二
八
四
頁
）
と
、
都
に
い
る
家
族
を
思
っ
て
心
を

乱
す
。
こ
れ
は
、
小
野
で
の
出
家
儀
式
で
親
の
恩
に
拝
す
る
際
、
母
親
の
い
る
方
角

を
浮
舟
が
「
い
づ
方
と
も
知
ら
ぬ
ほ
ど
な
む
」（
三
三
八
～
三
三
九
頁
）
と
、
感
極

ま
っ
て
泣
く
場
面
と
響
き
合
う
も
の
で
あ
る
。
小
宰
相
に
し
て
も
浮
舟
に
し
て
も
、

今
を
最
後
と
敢
行
さ
れ
る
娘
の
入
水
や
出
家
に
つ
い
て
知
る
よ
し
も
な
い
自
身
の
肉

親
を
思
い
、
こ
の
決
断
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
自
分
を
慈
し
ん
で
く
れ
た
親
を
ど
れ
ほ

ど
落
胆
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
、
推
し
量
ら
ず
に
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
都
の
親

元
か
ら
遠
い
場
所
に
連
れ
出
さ
れ
、
流
転
の
果
て
に
、
自
身
の
入
水
や
出
家
と
い
う

重
要
な
場
面
に
お
い
て
、
自
分
は
一
体
今
ど
こ
に
い
る
の
か
、
そ
の
方
角
さ
え
お
ぼ

つ
か
な
い
と
い
う
描
写
は
、
さ
す
ら
う
女
君
た
ち
の
寄
る
辺
の
な
さ
を
象
徴
す
る
一

幕
と
い
え
よ
う
。

ま
た
入
水
し
た
小
宰
相
は
一
度
は
引
き
揚
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
死
が
確
認
さ
れ
た

後
、「
故（
こ

三さ
ん

位ゐ
）
ノ
鎧
（
よ
ろ
ひ
）ノ
一
（
い
ち
り
や
う
）
両
残
リ
タ
リ
ケ
ル
ヲ
、
浮
（
う
き
）モ
ゾ
上
（
あ
が
）ル
ト
テ
ヲ（
押
）シ
巻
（
ま
き
）テ
、
又

海
ヘ
返
シ
入
（
い
れ
）テ

ケ
リ
」（
二
八
五
頁
）
と
、
亡
き
通
盛
の
形
見
の
鎧
を
、
千
尋
の
底
か
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ら
浮
き
上
が
ら
な
い
為
の
重
石
と
し
て
着
せ
ら
れ
、
再
び
海
へ
と
葬
ら
れ
る
。「
一
（
ひ
と
つ
は
ち
す
）蓮

ノ
身
ト
ナ（
成
）シ

給
へ）
（1
（

」（
二
八
四
頁
）
と
い
う
小
宰
相
の
最
後
の
祈
り
に
呼
応
す
る
か
の

よ
う
に
、
通
盛
の
鎧
を
小
宰
相
の
亡
骸
に
身
に
つ
け
さ
せ
た
弔
い
の
人
々
も
ま
た
、

小
宰
相
が
通
盛
の
魂
に
抱
か
れ
な
が
ら
、
浄
土
の
岸
に
た
ど
り
着
く
こ
と
を
願
っ
た

の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
死
装
束
と
し
て
あ
た
か
も
人
形
の
よ
う
に
着
せ
ら
れ
た
、
女
の

身
に
そ
ぐ
わ
な
い
夫
の
鎧
は
、
小
宰
相
の
一
生
が
そ
の
借
り
物
の
「
衣
」
と
同
様
に
、

思
う
よ
う
に
自
分
の
人
生
を
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
、
借
り
物
の
生
涯
で
あ
っ
た
こ
と

を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

浮
舟
も
ま
た
、
女
と
し
て
の
人
生
を
終
え
、
御
仏
の
弟
子
と
し
て
新
た
に
生
き
直

す
重
要
な
出
家
儀
式
に
お
い
て
、
急
な
こ
と
で
衣
装
が
間
に
合
わ
ず
、「
わ
が
御
表
の

衣
、
袈
裟
な
ど
を
こ
と
さ
ら
ば
か
り
と
て
着
せ
た
て
ま
つ
り
て
」（
三
三
八
頁
）
と
、

横
川
の
僧
都
の
男
物
の
法
衣
を
着
せ
ら
れ
て
い
た）
（1
（

。
周
囲
の
人
の
善
意
に
よ
る
と
は

い
え
、
人
生
、
も
し
く
は
女
と
し
て
の
生
涯
の
終
焉
を
迎
え
た
女
君
た
ち
に
用
意
さ

れ
た
の
は
、
自
分
の
為
の
衣
装
で
は
な
く
、
女
に
と
っ
て
他
者
性
の
象
徴
で
あ
る
男

の
衣
装
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

常
に
他
者
の
勝
手
な
欲
望
に
翻
弄
さ
れ
続
け
た
浮
舟
の
み
な
ら
ず
、
女
房
と
し
て

仕
え
た
上
西
門
院
に
強
要
さ
れ
て
通
盛
と
結
ば
れ
た
小
宰
相
も
ま
た
、
当
人
の
意
志

を
置
き
去
り
に
さ
れ
、
他
者
の
思
惑
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
女
君
で
あ

る
。
三
田
村
雅
子
氏
が
宇
治
十
帖
以
降
の
、
人
と
衣
の
関
係
に
つ
い
て
、「「
衣
」
と

の
一
致
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
不
一
致
に
よ
っ
て
、「
衣
」
と
の
距
離
に
よ
っ
て
逆
に

そ
の
人
物
が
掴
み
取
ら
れ
て
く
る）
（1
（

」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
女
の
身
に
似
つ
か
わ
し
く

な
い
借
り
物
の
男
（
他
者
）
の
衣
装
は
、
彼
女
た
ち
の
こ
れ
ま
で
の
人
生
が
借
り
物

で
あ
っ
た
こ
と
を
象
徴
的
に
総
括
す
る
証
し
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
．『
源
氏
物
語
』
浮
舟
と
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
小
宰
相
入
水
譚
（
二
）

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
浮
舟
は
、
薫
と
中
の
君
と
の
宿
木
・
東
屋
巻
で
の
対
話
か

ら
、
亡
き
大
君
の
身
代
わ
り
と
し
て
の
「
人ひ
と

形が
た

」
で
あ
り
、
罪
や
穢
れ
を
な
で
移
し

て
水
に
流
さ
れ
る
祓
具
と
し
て
の
「
な
で
も
の
」
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た）
（1
（

。
林

田
孝
和
氏
は
、
彼
女
の
詠
ん
だ
「
浮
舟
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
、
罪
あ
る
人
の

身
代
わ
り
と
し
て
そ
の
罪
穢
を
引
き
受
け
る
、
上
巳
の
祓
で
人
形
を
乗
せ
て
波
間
を

漂
う
浮
き
舟
の
イ
メ
ー
ジ
を
連
想
さ
せ
る
と
説
く
。
さ
ら
に
林
田
氏
は
、
浮
舟
は
薫

と
匂
の
宮
の
「
二
人
の
男
の
罪
業
を
一
身
に
背
負
っ
て
、
流
れ
に
身
を
沈
め
よ
う
と

す
る
〝
贖
罪
の
女
君
〟
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
」
と
述
べ
る）
（1
（

。

ち
な
み
に
蜻
蛉
巻
で
浮
舟
の
死
出
の
旅
路
に
置
き
去
り
に
さ
れ
た
恨
み
で
慟
哭
す

る
右
近
の
描
写
は
そ
の
ま
ま
、
入
水
に
同
行
さ
せ
て
も
ら
え
ず
に
小
宰
相
の
死
を
看

取
る
こ
と
と
な
っ
た
乳
母
子
の
号
哭
と
相
通
じ
る
。
ま
た
同
じ
く
蜻
蛉
巻
で
、
浮
舟

の
失
踪
を
入
水
と
判
断
で
き
る
事
情
に
つ
い
て
、
浮
舟
の
母
・
中
将
の
君
に
告
白
す

る
浮
舟
付
き
の
女
房
の
、「
行
く
方
も
知
ら
ぬ
大
海
の
原
に
こ
そ
お
は
し
ま
し
に
け

め
」（
二
一
一
頁
）
と
い
う
推
量
は
、
祝
詞
「
六
月
の
晦
の
大
祓
」
に
基
づ
き
、
か
つ

仏
教
的
想
像
力
に
裏
打
ち
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ）
（1
（

と
は
い
え
、
ま
さ
に
大
海
原
を
漂
う
小

宰
相
を
語
る
に
相
応
し
い
情
景
な
の
で
あ
る
。

〝
贖
罪
の
女
君
〟
と
し
て
の
浮
舟
を
踏
ま
え
て
『
平
家
物
語
』
小
宰
相
入
水
譚
を
読

み
解
く
な
ら
ば
、
戦
闘
で
殺
生
を
お
こ
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
通
盛
の
鎧
を
「
人
形
」

の
よ
う
に
着
せ
ら
れ
た
小
宰
相
も
ま
た
、
通
盛
の
罪
業
を
そ
の
身
に
背
負
っ
た
贖あ
が

物も
の

と
し
て
海
に
流
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

通
盛
が
「
天（
て
ん
が
）下第

一
ノ
美（
び
じ
ん
）人」（

二
七
四
頁
）
と
の
世
評
の
高
か
っ
た
小
宰
相
を
見

初
め
た
き
っ
か
け
は
、
上
西
門
院
の
花
見
の
行
啓
で
あ
っ
た
。
通
盛
と
の
縁
が
な
け

れ
ば
見
知
ら
ぬ
西
海
へ
流
離
す
る
憂
き
目
を
見
る
こ
と
も
な
か
っ
た
は
ず
だ
っ
た）
（1
（

小

宰
相
は
、
宿
命
的
な
悲
恋
の
始
ま
り
と
な
っ
た
、
同
じ
く
桜
を
背
景
と
し
た
『
源
氏

物
語
』
の
出
会
い
に
つ
い
て
、「
彼（
か
）ノ

源
氏
ノ
大
（
だ
い
し
や
う
）

将
ノ
朧
（
お
ぼ
ろ
づ
き
よ
）

月
夜
ノ
内（
な
い
し
）侍ノ

カ（
督
）ミ

、
紅
（
こ
う

徽き

殿で
ん
）ノ

ホ（
細
）ソ

殿
モ
、
我（
わ
が
み
）身ノ

上
ト
オ（
覚
）ボ

ユ
ル
ゾ
」（
二
八
三
頁
）
と
、
自
分
の
境
遇
を

重
ね
合
わ
せ
る
。
つ
ま
り
、
花
宴
巻
で
の
光
源
氏
と
朧
月
夜
と
の
紅
徽
殿
（
正
し
く
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は
弘
徽
殿
）
の
細
殿
で
の
出
会
い
と
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
罪
な
き
罪
を
得
て
須
磨

に
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
光
源
氏
に
、
小
宰
相
は
我
が
身
を
な
ぞ
ら
え
る
の
で
あ

る）
（1
（

。
浮
舟
の
物
語
を
取
り
込
ん
だ
小
宰
相
入
水
譚
と
の
関
係
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

須
磨
巻
で
流
謫
の
身
と
な
っ
た
光
源
氏
も
ま
た
、

舟
に
こ
と
ご
と
し
き
人
形
の
せ
て
流
す
を
見
た
ま
ふ
に
も
、
よ
そ
へ
ら
れ
て
、

�
�

知
ら
ざ
り
し
大
海
の
原
に
流
れ
き
て
ひ
と
か
た
に
や
は
も
の
は
悲
し
き�

�
�

（
二
一
七
頁
）

と
、
上
巳
の
祓
の
「
人
形
」
を
自
ら
に
よ
そ
え
た
後
、
罪
を
濯
ぐ
よ
う
な
暴
風
雨
に

襲
わ
れ
た
こ
と
で
禊
ぎ
を
済
ま
せ
、
栄
達
の
糸
口
と
な
る
明
石
へ
と
導
か
れ
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
小
宰
相
の
よ
う
な
妊
婦
に
よ
る
自
死
は
、
胎
児
を
も
犠
牲
に
す
る
こ
と
に

な
り
、
本
来
は
子
殺
し
の
罪
に
問
わ
れ
る
は
ず
だ
が
、
こ
の
小
宰
相
入
水
譚
で
は
夫

の
罪
科
を
引
き
受
け
る
〝
贖
罪
の
女
君
〟
の
テ
ー
マ
に
重
き
を
置
く
た
め
か
、
子
殺

し
の
罪
は
朧
化
さ
れ）
11
（

、
小
宰
相
は
水
に
よ
る
浄
化
に
よ
っ
て
、「
不（
レ
）嫁（
二
）両
夫
一
」

と
い
う
「
貞
女）
1（
（

」（
二
八
六
頁
）
に
祭
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

小
宰
相
の
悲
劇
に
は
多
く
の
女
性
が
深
い
同
情
を
寄
せ
た
よ
う
で）
11
（

、
女
人
救
済
を

目
的
に
制
作
さ
れ
た
『
願
成
寺
地
蔵
尊
縁
起
』
は
、
ま
ず
小
宰
相
は
地
蔵
菩
薩
の
申

し
子
で
あ
っ
た
と
し
、『
平
家
物
語
』
の
小
宰
相
と
通
盛
の
馴
れ
初
め
か
ら
入
水
ま
で

の
概
略
を
記
し
た
上
で
、
そ
の
後
日
譚
と
し
て
小
宰
相
の
乳
母
・
呉
葉
に
よ
る
追
善

供
養
と
、
夫
婦
の
石
碑
の
建
造
を
語
る）
11
（

。
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
で
は
、
小
宰
相
は

乳
母
で
は
な
く
乳
母
子
（
覚
一
本
な
ど
で
は
乳
母
）
に
対
し
、
自
分
に
も
し
も
の
こ

と
が
あ
れ
ば
、「
ワ（

妾

）

ラ
ワ
ガ
装
（
し
や
う
ぞ
く
）

束
ヲ
バ
何
（
い
か
）ナ

ラ
ム
僧
ニ
モ
ト（
取
）ラ

セ
テ
、
衣
（
こ
ろ
も
）ニ

セ
サ
セ

テ
、
後
（
ご
し
や
う
）

生
ヲ
モ
問
ヒ
無
（
な
き
ひ
と
）

人
ノ
菩（
ぼ
だ
い
）提ヲ

モ
助
（
た
す
け
た
ま
）

給
へ
」（
二
八
二
頁
）
と
、
自
ら
の
装
束

を
布
施
と
し
て
自
分
と
通
盛
の
菩
提
を
弔
っ
て
欲
し
い
と
依
頼
し
て
お
り
、
乳
母
子

の
出
家
・
受
戒
ま
で
言
及
さ
れ
て
い
た）
11
（

。『
願
成
寺
地
蔵
尊
縁
起
』
に
お
け
る
後
日
譚

で
は
、
乳
母
・
呉
葉
が
小
宰
相
の
念
持
仏
で
あ
っ
た
地
蔵
尊
を
背
負
い
、「
姫
君
い
ま

り

や

う

ふ

に

か

せ

ず

ハ
の
き
ハ
ま
て
め
し
た
（
る
）
袴
な
と
も
ち
て
」（
二
五
一
頁）
11
（

）、
願
成
寺
で
の
追
善

供
養
を
果
た
し
た
こ
と
を
語
る
。
次
章
で
詳
述
す
る
が
、
小
宰
相
が
今
際
の
際
ま
で

身
に
つ
け
て
い
た
袴
と
は
、
女
性
の
着
用
例
が
稀
な
「
白
キ
袴
」
で
あ
り
、「
練ネ
リ

緯ヌ
キ

ノ

二（
ふ
た
つ
ぎ
ぬ
）

衣
」
も
着
用
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、
そ
れ
に
は
特
に
触
れ
ら
れ
な
い
。
願
成
寺
に

奉
納
さ
れ
た
小
宰
相
の
遺
品
の
中
で
も
、
白
袴
は
念
持
仏
の
地
蔵
尊
と
並
ん
で
尊
重

さ
れ
る
べ
き
、
格
別
な
「
貞
女
」
の
装
束
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

小
宰
相
の
入
水
の
際
の
「
白
キ
袴
」
は
、
以
後
、
愛
す
る
男
の
子
ど
も
を
身
籠
も

り
な
が
ら
死
別
（
も
し
く
は
離
別
）
し
た
女
君
が
、
白
袴
姿
で
命
懸
け
の
行
動
に
出

る
「
貞
女
」
の
物
語
と
し
て
、『
義
経
記
』
静
や
彩
色
絵
巻
「
児
今
参
り
」
姫
君
に
継

承
さ
れ
、
再
生
産
さ
れ
て
い
く
と
い
う
見
通
し
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
貞
女
」

と
し
て
の
白
袴
の
系
譜
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
て
詳
ら
か
に
し
た
い
。

三
．
浮
舟
の
「
紅
の
袴
」
と
小
宰
相
の
「
白
キ
袴
」

浮
舟
も
小
宰
相
も
、
死
に
切
迫
し
た
状
況
で
女
性
に
介
抱
さ
れ
た
際
の
装
束
に
つ

い
て
、
袴
の
色
に
ま
で
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
見
過
ご
せ
な
い
。
浮
舟
の
穿
く
「
紅

の
袴
」
は
女
の
性
に
よ
る
罪
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
り
、
反
対
に
小
宰
相
の
穿
く
「
白

キ
袴
」
は
女
の
性
に
よ
る
罪
を
隠
蔽
す
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
と
考
え
ら
れ
、
浮

舟
と
小
宰
相
の
対
比
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
浮
舟
の
物
語
を
な
ぞ
る
よ
う
に

語
ら
れ
て
き
た
小
宰
相
入
水
譚
は
、
こ
こ
で
浮
舟
か
ら
の
鮮
や
か
な
反
転
の
姿
勢
を

見
せ
る
の
で
あ
る
。

�
�

【
浮
舟
】

人
も
寄
り
つ
か
で
ぞ
棄
て
お
き
た
り
け
る
。
い
と
若
う
う
つ
く
し
げ
な
る
女
の
、

白
き
綾
の
衣
一
襲
、
紅
の
袴
ぞ
着
た
る
、
香
は
い
み
じ
う
か
う
ば
し
く
て
、
あ

て
な
る
け
は
ひ
限
り
な
し
。���

（
二
八
六
頁
）

�
�

【
小
宰
相
】

白（
し
ろ
）キ

袴
　（
は
か
ま
）ニ

練ネ
リ

緯ヌ
キ

ノ
二
（
ふ
た
つ
ぎ
ぬ
ひ
き
）

衣
引
マ（
纏
）ト

ヒ
テ
、
髪
ヨ
リ
始
（
は
じ
め
）テ

シ
ヲ
〳
〵
ト
シ
テ
、
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僅（
わ
ず
か
）ニ

息
バ
カ
リ
チ
ト
通
（
か
よ
ひ
た
ま
ひ
）

給
ケ
ニ
レ
ド
モ
、
目
モ
見
ア（
開
）ケ

給
ワ
ズ
。
瞿

（
な
で
し
こ
）

麦
ノ
露

ニ
ソ
ボ
ヌ（

濡
）レ

タ
ル
様

（
や
う
）ニ

テ
、
死
（
し
に
）タ

ル
人
ナ
レ
ド
モ
、
ネ（
寝
）入

タ
ル
人
ノ
ヤ（
様
）ウ

ニ
テ
、

ラ
ウ
タ
ク
ゾ
見
へ
給
ケ
ル
。���

（
二
八
五
頁
）

手
習
巻
で
の
浮
舟
の
記
憶
に
よ
る
と
、
身
投
げ
を
決
意
し
て
宇
治
の
屋
敷
を
出
よ

う
と
し
た
と
こ
ろ
で
意
識
を
失
い
、
気
が
付
け
ば
宇
治
院
の
大
樹
の
元
に
座
っ
て
い

た
。
そ
れ
を
横
川
の
僧
都
ら
に
発
見
さ
れ
、
僧
都
の
妹
尼
の
元
に
運
ば
れ
て
保
護
さ

れ
る
場
面
で
は
、
身
に
ま
と
う
装
束
と
共
に
、
前
日
か
ら
の
雨
に
濡
れ
た
せ
い
で
瀕

死
の
重
体
と
な
っ
て
い
た
浮
舟
の
美
し
さ
が
描
写
さ
れ
る
。

入
水
後
に
仮
死
状
態
で
一
度
は
引
き
揚
げ
ら
れ
た
小
宰
相
も
ま
た
、
そ
の
濡
れ
た

身
体
が
装
束
と
共
に
美
し
く
描
写
さ
れ
、
乳
母
子
に
看
取
ら
れ
な
が
ら
最
終
的
に
は

息
を
引
き
取
る
。『
無
名
草
子
』
で
「
撫
子
の
露
に
濡
れ
た
る
よ
り
も
ら
う
た
く
な
つ

か
し
か
り
し
御
さ
ま
」（
二
〇
三
頁
）
と
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
諸
本

の
中
で
は
主
に
河
内
本
や
別
本
系
統
に
み
ら
れ
る
、
亡
く
な
っ
た
桐
壺
更
衣
の
面
影

を
桐
壺
帝
が
回
想
す
る
場
面
で
、
更
衣
は
「
露
」「
ら
う
た
し
」
と
い
う
表
現
と
共
に

「
撫
子
（
瞿
麦
）」
に
た
と
え
ら
れ
て
お
り
、
小
宰
相
の
臨
終
の
描
写
は
こ
の
桐
壺
巻

と
重
複
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る）
11
（

。
こ
こ
で
の
小
宰
相
は
浮
舟
で
は
な
く
、
身
分
差

の
障
害
を
乗
り
越
え
な
が
ら
夫
と
の
至
上
の
愛
ゆ
え
に
儚
く
散
っ
た
、
桐
壺
更
衣
に

な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

延
慶
本
『
平
家
物
語
』
の
小
宰
相
は
、
通
盛
の
求
愛
を
三
年
間
拒
ん
で
い
た
が
、

主
君
で
あ
る
上
西
門
院
に
「
ア（
余
）マ

リ
ニ
人
ノ
心
ヅ（

強
）ヨ

キ
モ
身
ノ
ト（
咎
）ガ

ト
ナ（
成
）ル

〳
〵
モ

ノ
ヲ
」（
二
七
八
頁
）
と
、
紺
青
鬼
説
話
や
小
野
小
町
説
話
を
引
き
合
い
に
説
得
さ

れ
、
通
盛
を
受
け
入
れ
た
経
緯
が
あ
り
、
男
を
拒
絶
す
る
「
心
強
し
」
と
い
う
生
き

方
を
禁
じ
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
反
対
に
、
薫
と
匂
の
宮
の
欲
望
を
掻
き
立
て
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
ち
ら
も
選
べ
ず
に
身
投
げ
を
決
意
し
た
浮
舟
は
、
二
人
の
男
を

同
時
に
拒
絶
し
た
こ
と
で
、
彼
ら
に
妄
執
を
抱
か
せ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
時

の
浮
舟
の
決
意
は
、「
心
強
く
、
こ
の
世
に
亡
せ
な
ん
と
思
ひ
た
ち
」（
二
九
六
頁
）

と
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
松
村
誠
一
氏
は
、
頼
り
な
く
弱
々
し
い
浮
舟
の
様
子
は
、

失
踪
前
ま
で
は
人
々
に
「
ら
う
た
し
」
と
い
う
印
象
を
与
え
て
い
た
が
、
入
水
未
遂

を
境
に
「
ら
う
た
し
」
は
過
去
の
も
の
と
さ
れ
、
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
「
心
強
し
」

が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
指
摘
し
て
い
る）
11
（

。
一
方
、
通
盛
と
結
ば
れ
る
前
に
「
心

強
し
」
を
封
印
さ
れ
て
生
き
る
こ
と
に
な
っ
た
小
宰
相
の
、
眠
る
よ
う
に
愛
ら
し
い

亡
骸
は
、
桐
壺
更
衣
と
同
じ
撫
子
（
瞿
麦
）
の
喩
と
共
に
「
ら
う
た
し
」
と
表
現
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

四
．
小
宰
相
と
通
盛
の
馴
れ
初
め
譚
に
お
け
る
「
心
強
し
」
と
『
今
と
り

か
へ
ば
や
』

延
慶
本
に
お
け
る
小
宰
相
と
通
盛
の
馴
れ
初
め
譚
で
引
用
さ
れ
る
小
町
説
話
は
、

「
昔
小
野
小
町
ト
云
ケ
ル
者
ハ
、〈
略
〉
ソ（
其
）ノ
道
ニ
ハ
心
ヅ（

強
）ヨ

キ
名（
な
と
り
）取タ
リ
ケ
ル
」（
二

七
九
頁
）
と
、
恋
の
道
に
お
い
て
男
の
愛
を
拒
絶
す
る
つ
れ
な
い
女
だ
と
い
う
評
判

が
立
ち
、
男
の
怨
恨
を
負
う
こ
と
に
よ
っ
て
小
町
は
落
魄
の
憂
き
目
を
見
た
と
さ
れ

て
お
り
、
小
町
に
は
浮
舟
と
同
じ
女
の
罪
が
科
せ
ら
れ
、
流
離
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

と
解
さ
れ
る）
11
（

。

反
対
に
、
通
盛
の
求
愛
を
「
露
ナ（
靡

ビ
キ
気
）ゲ

ニ
オ（
御
）ワ

セ
ズ
」
と
い
う
取
り
付
く
島
も

な
い
態
度
で
、「
心
ヅ（

強
気
）

ヨ
ゲ
」（
二
七
七
頁
）
に
拒
否
し
て
い
た
小
宰
相
だ
っ
た
が
、

「
小
町
の
よ
う
に
心
強
く
あ
っ
て
は
不
幸
に
な
る
」
と
説
く
上
西
門
院
に
強
要
さ
れ
、

二
人
は
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
小
宰
相
は
、
浮
舟
や
小
町
の
よ
う
な
、
男
を
拒

絶
す
る
「
心
強
し
」
と
い
う
女
の
生
き
方
を
剥
奪
さ
れ
た
代
償
と
し
て
、
男
に
妄
執

を
抱
か
せ
る
女
の
罪
か
ら
は
解
放
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
未
亡
人
と
な
っ
た
小
宰
相
は
、

通
盛
も
自
分
亡
き
後
を
「
イ
カ
ナ
ル
人
ニ
見
エ
ム
ズ
ラ
ム
ト
、
ソ
レ
モ
心
ウ（
憂
）シ

」（
二

八
一
頁
）
と
憂
慮
し
た
よ
う
に
、
再
婚
を
強
い
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
か
っ
た
。「
心
強
し
」
を
手
放
し
た
小
宰
相
は
男
を
拒
む
こ
と
が
出
来
な
い
以

上
、
命
を
懸
け
ね
ば
再
婚
の
可
能
性
を
潰
え
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ま
で
度
々
問
題
に
な
っ
て
き
た
よ
う
に
、
小
宰
相
が
自
死
に
よ
っ
て
胎
児
の

命
を
も
奪
う
と
い
っ
た
罪
は
不
問
と
さ
れ
、「
貞
女
」
と
ま
で
語
り
手
に
賞
賛
さ
れ
る

の
は
、「
不（
レ
）嫁（
二
）両
夫
一
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
な
夫
へ
の
愛
に
殉
じ
た
だ
け
で
な
く
、

最
後
に
は
通
盛
の
遺
品
の
中
で
、
よ
り
に
も
よ
っ
て
殺
戮
を
お
こ
な
う
武
士
の
象
徴

と
も
い
え
る
鎧
を
着
せ
ら
れ
、
夫
の
罪
業
を
一
身
に
引
き
受
け
る
祓
具
に
さ
れ
る
と

い
う
、〝
贖
罪
の
女
君
〟
と
し
て
の
哀
れ
な
犠
牲
に
同
情
を
禁
じ
得
ず
、
批
判
に
晒
す

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
一
因
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
源
氏
物
語
』
浮

舟
の
物
語
を
下
敷
き
に
小
宰
相
入
水
譚
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、「
人
形
」、
す
な
わ

ち
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
と
し
て
生
き
た
浮
舟）
11
（

を
受
け
継
い
だ
、
小
宰
相
の
姿
が
浮
き
彫

り
に
な
る
の
で
あ
る
。

延
慶
本
の
「
心
強
し
」
の
用
例
は
全
一
八
例
あ
り
、
そ
の
中
で
こ
の
小
宰
相
と
通

盛
と
の
馴
れ
初
め
譚
に
お
け
る
「
心
強
し
」
は
四
例
（
通
盛
一
例
、
小
町
一
例
、
小

宰
相
二
例
）
と
密
集
し
て
お
り
、「
心
強
し
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
こ
と
は
疑
い
な

い
。「
心
強
し
」
は
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
に
拠
る
と
、

①�

心
を
強
く
保
っ
て
い
る
さ
ま
。
意
志
が
強
く
し
っ
か
り
し
て
い
る
さ
ま
。
我

慢
強
い
。

②�

気
が
強
く
て
思
い
や
り
の
な
い
さ
ま
。
情
に
ほ
だ
さ
れ
な
い
さ
ま
。
つ
れ
な
い
。

③�

頼
も
し
く
て
安
心
な
気
持
で
あ
る
さ
ま
。

と
な
っ
て
お
り
、
男
性
を
拒
絶
す
る
女
性
の
「
心
強
し
」
は
②
に
該
当
す
る
。
中
田

恵
理
子
氏
は
覚
一
本
の
「
心
強
し
」
の
用
例
を
検
証
し）
11
（

、
高
木
信
氏
は
覚
一
本
を
メ

イ
ン
に
し
な
が
ら
も
延
慶
本
の
用
例
に
も
目
を
配
り
、
延
慶
本
の
傾
向
を
「
女
性
の

「
心
強
し
」
は
否
定
さ
れ
る
が
、
男
性
な
ら
ば
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
分
析
す

る）
1（
（

。
ま
た
永
井
久
美
子
氏
は
、
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
は
『
源
氏
物
語
』
か
ら
「
心

強
し
」
の
用
法
を
受
容
し
て
い
る
と
読
み
解
く）
11
（

。『
十
訓
抄
』
や
『
古
今
著
聞
集
』
な

ど
の
小
町
落
魄
説
話
に
「
心
強
し
」
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
首
肯

す
べ
き
見
解
だ
が
、『
源
氏
物
語
』
に
限
定
し
た
影
響
と
は
認
め
が
た
い
。『
源
氏
物

り

や

う

ふ

に

か

せ

ず

語
』
の
受
容
と
し
て
わ
か
り
や
す
い
例
を
挙
げ
れ
ば
、
光
源
氏
の
求
愛
を
拒
み
通
し

た
朝
顔
の
姫
君
を
、『
無
名
草
子
』
は
「
い
み
じ
き
女
」
に
分
類
し
た
上
で
「
心
強
き

人
」（
一
九
二
頁
）
と
規
定
す
る
が
、
批
判
的
に
扱
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

先
に
触
れ
た
高
木
氏
に
よ
る
用
例
分
析
の
よ
う
に
、
延
慶
本
の
「
心
強
し
」
は
男

ら
し
さ
と
直
結
し
、
男
性
が
備
え
る
べ
き
美
質
だ
と
い
う
言
説
が
み
ら
れ
る
。
小
宰

相
を
恋
い
患
う
通
盛
に
対
し
て
乳
母
・
六
条
が
「
男
ハ
心
強
キ
コ
ソ
憑
（
た
の
も
し
）ク
候
（
さ
ぶ
ら
）へ
」

（
二
七
六
頁
）
と
叱
咤
激
励
す
る
場
面
だ
け
で
は
な
く
、
第
六
末
「
六
代
御
前
被
召
取

事
」
で
「
高
（
た
か
き
）モ
卑
（
い
や
し
き
）モ
男
（
を
の
こ
ご
ば
か
り
）

子
計�

心
ヅ（

強
）ヨ

キ
者
コ
ソ
ナ（
無
）カ
リ
ケ
レ
」（
四
八
六
頁
）
と
、

成
人
前
の
六
代
が
敵
方
に
捕
え
ら
れ
て
も
気
丈
に
ふ
る
ま
え
る
の
は
身
分
に
関
係
な

く
男
子
だ
か
ら
だ
、
と
い
う
意
味
に
も
使
わ
れ
て
お
り
、
延
慶
本
に
お
い
て
「
心
強

し
」
は
、
本
来
は
男
性
性
に
属
す
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
「
心
強
し
」
の
用
法
で
あ

る
。『
夜
の
寝
覚
』
で
は
女
と
し
て
の
苦
渋
の
経
験
と
引
き
替
え
に
獲
得
し
た
、
女
主

人
公
の
心
の
成
長
の
証
し
で
あ
っ
た
「
心
強
し）
11
（

」
は
、『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
で
は

「
男
に
て
馴
ら
ひ
た
ま
へ
り
け
る
名
残
の
心
強
さ
」（
三
八
五
頁
）
の
よ
う
に
、
男
と

し
て
培
っ
た
経
験
に
基
づ
く
男
装
の
女
君
の
魅
力
と
し
て
語
ら
れ
る）
11
（

。

『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
「
心
強
し
」
は
全
五
例
（
四
の
君
一
例
、
男
尚
侍
一
例
、

女
中
納
言
三
例
）
あ
り
、
い
ず
れ
も
宰
相
中
将
や
そ
の
若
君
に
対
す
る
拒
絶
の
能
否

表
現
と
な
っ
て
い
る
。
普
通
の
女）
11
（

で
あ
る
四
の
君
は
色
好
み
の
宰
相
中
将
に
「
心
強

か
ら
ず
」（
二
六
三
頁
）
陥
落
し
、
社
会
的
に
は
女
だ
が
生
物
学
上
は
男
で
あ
る
男
尚

侍
は
「
心
強
く
」（
三
〇
二
頁
）
彼
を
退
け
た
。
女
中
納
言
は
、
生
物
学
上
は
女
だ
が

男
と
し
て
の
社
会
的
経
験
を
持
つ
が
ゆ
え
の
「
心
強
さ
」（
三
八
五
・
三
九
二
・
四
六

七
頁
）
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
彼
ら
を
捨
て
去
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
女
中
納
言
の
「
心
強
さ
」
は
、
性
差
に
関
係
な
く
見
聞
や
教

育
に
よ
っ
て
、
女
性
が
ど
ん
な
役
割
で
も
こ
な
せ
る
可
能
性
を
示
唆
し
た
も
の
で
あ
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る
と
同
時
に
、
逆
説
的
に
い
え
ば
、
男
と
し
て
生
き
る
経
験
な
ど
持
て
な
い
普
通
の

女
は
「
心
強
し
」
を
獲
得
で
き
な
い
、
と
も
解
釈
で
き
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（「
心
弱

し
」
の
用
例
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
）。
延
慶
本
に
お
け
る
「
心
強
し
」
の
ジ
ェ
ン

ダ
ー
観
は
、『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
用
法
を
後
者
の
解
釈
で
受
け
取
り
、
発
展
さ
せ

た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
女
中
納
言
は
、
最
終
的
に
は
男

装
時
代
の
自
分
を
よ
く
知
る
帝
と
の
関
係
に
お
い
て
、
き
ょ
う
だ
い
交
換
の
秘
密
を

遵
守
す
る
為
に
は
「
心
強
し
」
を
手
放
し
、
普
通
の
女
を
演
じ
て
生
き
ざ
る
を
得
な

い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
お
り）
11
（

、
男
を
拒
絶
す
る
「
心
強
し
」
と
共
に
主
体
性
を
剥

奪
さ
れ
た
女
性
と
し
て
、
小
宰
相
の
先
例
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

女
中
納
言
に
し
て
も
小
宰
相
に
し
て
も
、
宰
相
中
将
や
乳
母
子
と
い
っ
た
身
近
な

人
物
が
望
む
、
あ
ら
ま
ほ
し
い
女
の
生
き
方
へ
の
抵
抗
の
結
果
と
し
て
、
出
奔
に
よ

る
子
捨
て
や
自
死
に
よ
る
子
殺
し
が
あ
る
。
ま
た
、「
男
に
て
馴
ら
ひ
た
ま
へ
り
け
る

名
残
の
心
強
さ
」
と
い
う
大
義
名
分
の
も
と
、
女
中
納
言
に
肩
入
れ
し
て
子
捨
て
の

罪
を
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
語
り）
11
（

は
、
同
じ
く
「
貞
女
」
の

名
の
も
と
で
母
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
放
棄
し
た
、
小
宰
相
の
子
殺
し
に
対
す
る
語

り
の
問
題
と
も
相
通
じ
る
の
で
あ
る
。

結
び

延
慶
本
『
平
家
物
語
』
小
宰
相
入
水
譚
を
『
源
氏
物
語
』
浮
舟
の
物
語
と
重
ね
て

読
み
進
め
る
と
、
小
宰
相
と
浮
舟
が
そ
れ
ぞ
れ
瀕
死
の
状
態
で
保
護
さ
れ
た
場
面
で

は
、
自
ら
の
命
を
捨
て
よ
う
と
し
た
背
景
の
相
違
を
際
立
た
せ
る
か
の
よ
う
に
、
浮

舟
の
「
紅
の
袴
」
は
小
宰
相
の
「
白
キ
袴
」
の
陰ネ

画ガ

と
な
っ
て
お
り
、
二
人
の
対
比

構
造
が
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
を
論
じ
た
。
延
慶
本
に
お
け
る
『
源

氏
物
語
』
浮
舟
引
用
に
関
し
て
は
、
単
に
類
似
点
を
拾
い
上
げ
る
だ
け
で
は
な
く
、

少
な
か
ら
ず
『
源
氏
物
語
』
浮
舟
論
と
し
て
も
通
用
す
る
よ
う
心
掛
け
た
つ
も
り
で

あ
る
。『
源
氏
物
語
』
を
通
し
て
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
を
解
釈
す
る
と
同
時
に
、
延

慶
本
が
『
源
氏
物
語
』
の
ど
の
場
面
を
名
場
面
と
し
、
ど
の
よ
う
な
理
解
の
元
で
再

生
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
意
図
で
異
化
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
考

察
す
る
こ
と
は
、
現
代
の
解
釈
の
地
平
へ
と
連
な
る
、『
源
氏
物
語
』
の
後
世
の
読
み

の
探
求
で
も
あ
る
。
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
は
、
王
朝
物
語
史
の
流
れ
に
根
ざ
し
た

鑑
賞
に
も
耐
え
う
る
豊
穣
さ
を
有
し
た
テ
キ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。

「
心
強
し
」
の
用
法
の
よ
う
に
、
延
慶
本
に
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
『
今
と
り
か
へ
ば

や
』
の
影
響
に
つ
い
て
は
駆
け
足
の
論
述
と
な
り
、
十
分
に
言
葉
を
尽
く
す
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
天
狗
た
ち
が
特
定
の
団
体
組
織
全
員
の
心
と
入
れ
替
わ
る
第
二
本

「
法
皇
御
灌
頂
事
」
の
憑
依
表
現
や
、
神
田
龍
身
氏
が
類
似
を
指
摘
す
る
第
二
末
「
文

覚
伊
豆
国
ヘ
被
配
流
事
」
の
法
師
と
男
を
交
換
す
る
「
天
狗
ノ
法
」（
四
八
二
頁）
11
（

）
も
、

『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
天
狗
か
ら
想
を
得
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
改
め
て
考
察
の
機
会
を
得
た
い
。

注

（
1
）��

玉
井
絵
美
子
「「
虫
め
づ
る
姫
君
」
の
再
検
討
―
姫
君
の
服
装
を
通
し
て

―
」（「
花
園
大
学
国
文
学
論
究
」
三
一
号
、
二
〇
〇
三
年
一
二
月
）、
野
村
倫

子
「『
堤
中
納
言
物
語
』「
虫
め
づ
る
姫
君
」
の
世
界
―
「
若
紫
」
の
反
転
か

ら
―
」（「
日
本
言
語
文
化
研
究
」
一
〇
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）。

（
2
）��

馬
場
淳
子
「『
堤
中
納
言
物
語
』「
虫
め
づ
る
姫
君
」
の
「
白
き
袴
」
―
対

極
と
し
て
の
「
蝶
め
づ
る
姫
君
」
と
近
似
す
る
『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
男
装

―
」（
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
口
頭
発
表
・
令
和
四
年
度
冬
季
大
会
、
二
〇

二
二
年
一
二
月
四
日
、
於
京
都
女
子
大
学
）。
な
お
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
の
『
源

氏
物
語
』
若
紫
取
り
に
つ
い
て
は
、
下
鳥
朝
代
「「
虫
め
づ
る
姫
君
」
と
『
源
氏

物
語
』
北
山
の
垣
間
見
」（「
國
語
國
文
研
究
」
九
四
号
、
一
九
九
三
年
七
月
）

に
詳
し
い
。

（
3
）��

保
立
道
久
「
娘
の
恋
と
従
者
た
ち
―
『
粉
川
寺
縁
起
』
を
読
む
」（『
中
世
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の
愛
と
従
属　

絵
巻
の
中
の
肉
体
』
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
一
二
月
）、
拙
稿

「「
紅
の
袴
」
の
表
象
す
る
も
の
―
『
堤
中
納
言
物
語
』「
虫
め
づ
る
姫
君
」
の

「
白
き
袴
」
序
説
―
」（『
中
世
王
朝
物
語
の
新
展
望　

時
代
と
作
品
』（
花
鳥

社
、
二
〇
二
三
年
刊
行
予
定
）。

（
4
）��

本
文
の
引
用
や
頁
数
は
、
以
下
に
拠
る
。

�
�
�
�

・・��『
源
氏
物
語
』『
無
名
草
子
』『
今
と
り
か
へ
ば
や
』『
建
礼
門
院
右
京
大

夫
集
』
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）。

�
�
�
�

・・
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
…
『
延
慶
本
平
家
物
語
』（
勉
誠
社
）。

（
5
）��

斎
藤
慎
一
「「
二
つ
衣
」
と
「
白
き
袴
―
小
宰
相
と
能
登
殿
―
」」（「
古

典
教
室
」
七
号
、
一
九
七
四
年
六
月
）。

（
6
）��

注
（
3
）
の
拙
稿
を
参
照
の
こ
と
。

（
7
）��

注
（
1
）
玉
井
・
野
村
論
文
、
注
（
５
）
斎
藤
論
文
、
柳
井
愛
梨
彩
「『
平
家

物
語
』「
小
宰
相
身
投
」
に
お
け
る
「
白
袴
」
の
象
徴
性
―
延
慶
本
『
平
家
物

語
』
を
中
心
に
―
」（「
國
學
院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
」
四
三
号
、

二
〇
一
六
年
三
月
）。

（
8
）��

後
藤
丹
治
「
平
家
物
語
の
諸
問
題
」（『
国
文
学
論
叢
第
二
輯　

中
世
文
学　

研

究
と
資
料
』
至
文
堂
、
一
九
五
八
年
一
二
月
）
の
よ
う
に
、『
平
家
物
語
』
小
宰

相
入
水
譚
は
『
源
氏
物
語
』
浮
舟
の
他
に
、『
保
元
物
語
』
源
為
義
北
の
方
と
の

関
連
や
、『
狭
衣
物
語
』
飛
鳥
井
の
女
君
か
ら
の
引
用
に
関
す
る
言
及
も
古
く
か

ら
あ
る
。
本
稿
で
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
も
の
の
、
特
に
『
狭
衣
物
語
』
に
つ

い
て
は
延
慶
本
の
小
宰
相
が
最
後
に
、
身
重
で
あ
り
な
が
ら
一
人
の
男
へ
の
愛

に
殉
じ
た
飛
鳥
井
の
女
君
の
物
語
に
寄
り
添
い
な
が
ら
入
水
を
決
行
し
よ
う
と

し
た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。

（
9
）��

『
源
氏
物
語
』
と
『
平
家
物
語
』
当
該
部
分
の
研
究
史
と
解
釈
に
つ
い
て
は
、

井
野
葉
子
「
浮
舟
物
語
の
研
究
史
と
課
題
」（『
源
氏
物
語　

宇
治
の
言
の
葉
』

森
話
社
、
二
〇
一
一
年
四
月
）
と
、『
延
慶
本
平
家
物
語
全
注
釈　

第
五
本
（
巻

九
）』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
）
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
。

（
10
）��

四
重
田
陽
美
「『
平
家
物
語
』
小
宰
相
身
投
へ
の
一
視
点
」（「
同
志
社
国
文

学
」
五
三
号
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）。
四
重
田
氏
の
「
浮
舟
と
小
宰
相
は
、
山

里
と
船
の
上
、
川
へ
の
入
水
と
海
へ
の
入
水
、
助
か
っ
て
出
家
と
助
か
ら
ず
に
海

へ
水
葬
と
い
っ
た
、
対
比
的
な
形
で
描
か
れ
て
い
る
」
と
の
視
点
は
、
浮
舟
と

小
宰
相
の
袴
の
色
の
対
比
構
造
に
着
目
す
る
本
稿
に
お
い
て
も
軽
視
で
き
な
い
。

（
11
）��

横
井
孝
「
女
人
哀
話
考
―
小
宰
相
と
建
礼
門
院
と
―
」（『
平
家
物
語　

説

話
と
語
り　

あ
な
た
が
読
む
平
家
物
語
』
有
精
堂
、
一
九
九
四
年
一
月
）
は
、

総
角
巻
の
宇
治
の
大
君
と
も
重
複
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
12
）��

佐
伯
真
一
「「
ひ
と
つ
は
ち
す
」
考
」（「
青
山
語
文
」
四
二
号
、
二
〇
一
二
年

三
月
）
は
、
現
世
で
愛
す
る
人
と
の
「
一
蓮
」
へ
の
往
生
を
願
う
場
面
で
、『
源

氏
物
語
』
の
語
り
手
が
光
源
氏
に
寄
り
添
う
以
上
に
、『
平
家
物
語
』
の
語
り
手

が
小
宰
相
に
好
意
的
な
の
は
、
入
水
と
い
う
逼
迫
し
た
状
況
で
の
切
実
な
祈
り

ゆ
え
だ
と
解
釈
す
る
。

（
13
）��

橋
本
ゆ
か
り
「『
源
氏
物
語
』
第
三
部
に
お
け
る
「
衣
」�

―
変
奏
す
る
〈
か

ぐ
や
姫
〉
た
ち
と
〈
女
の
生
身
〉�

―
」（『
王
朝
文
学
と
服
飾
・
容
飾　

平
安

文
学
と
隣
接
諸
学
９
』
竹
林
舎
、
二
〇
一
〇
年
五
月
）
は
、
生
き
な
が
ら
死
を

迎
え
る
出
家
の
儀
式
で
「
男
の
法
衣
」
を
着
せ
ら
れ
る
浮
舟
の
男
装
は
、『
法
華

経
』
第
五
巻
「
提
婆
達
多
品
」
に
あ
る
「
竜
女
成
仏
」
の
、
男
の
身
に
転
じ
な

け
れ
ば
成
仏
で
き
な
い
「
変
成
男
子
」
の
思
想
を
彷
彿
さ
せ
、
か
え
っ
て
浮
舟

の
、
救
わ
れ
が
た
い
「
女
の
生
身
」
を
際
立
た
せ
て
い
る
と
述
べ
る
。
小
宰
相

が
通
盛
の
鎧
を
着
せ
ら
れ
て
海
の
底
へ
と
葬
ら
れ
た
こ
と
は
『
平
家
物
語
』
諸

本
で
共
通
す
る
が
、
そ
の
中
で
南
都
異
本
は
、
小
宰
相
の
回
向
の
た
め
に
僧
が

『
法
華
経
』
を
読
誦
す
る
と
い
う
独
自
内
容
を
有
し
て
お
り
、
小
宰
相
の
沈
ん
で

い
っ
た
大
海
に
住
む
竜
女
の
五
障
を
説
い
た
箇
所
を
殊
更
強
調
し
て
い
る
。
南

都
異
本
で
も
橋
本
氏
の
浮
舟
の
「
男
の
法
衣
」
の
分
析
と
同
様
に
、
葬
送
の
際
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に
鎧
を
着
せ
ら
れ
た
小
宰
相
の
男
装
に
着
目
し
、
そ
の
連
想
と
し
て
「
変
成
男

子
」
に
よ
る
女
人
往
生
が
呼
び
寄
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
南
都
異

本
の
当
該
箇
所
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
巧
一�「
平
家
物
語
「
南
都
異
本
」
の
性

格
（
一
）�
―�「
小
宰
相
入
水
」
譚
に
見
ら
れ
る
法
華
信
仰
―
」（「
野
洲
国
文

学
」
三
〇
・
三
一
合
併
号
、
一
九
八
三
年
三
月
）
に
詳
し
い
。

（
14
）��

三
田
村
雅
子
「
浮
舟
物
語
の
〈
衣
〉�

―
贈
与
と
放
棄
―
」（『
源
氏
物
語　

感
覚
の
論
理
』
有
精
堂
、
一
九
九
六
年
三
月
）。

（
15
）��

森
岡
常
夫
『
平
安
朝
物
語
の
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
六
七
年
一
〇
月
）。

（
16
）��

林
田
孝
和
「
贖
罪
の
女
君
―
源
氏
物
語
に
お
け
る
浮
舟
物
語
の
位
置
―
」

（『
林
田
孝
和
著
作
集　

第
一
巻　

源
氏
物
語
の
発
想
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
二

一
年
五
月
）。

（
17
）��

池
田
和
臣
「『
源
氏
物
語
』
の
水
脈
―
浮
舟
物
語
と
『
か
ば
ね
た
づ
ぬ
る
三

宮
』�

―
」（『
源
氏
物
語　

表
現
構
造
と
水
脈
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
一
年

四
月
）。

（
18
）��

『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
の
贈
答
歌
一
六
五
・
一
六
六
番
歌
の
詞
書
で
も
延

慶
本
と
同
様
に
、
通
盛
で
は
な
く
他
の
男
と
縁
を
結
ん
で
い
れ
ば
、
小
宰
相
が

海
に
身
を
投
げ
て
「
底
の
藻
屑
」（
八
五
頁
）
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
の
認

識
を
示
し
、
小
宰
相
の
悲
劇
を
悼
ん
で
い
る
。

（
19
）��

永
井
久
美
子
「『
平
家
物
語
』「
小
宰
相
身
投
」
を
読
む
―
小
宰
相
と
通
盛
、

そ
の
出
会
い
の
物
語
と
『
源
氏
物
語
』�

―
」（「
比
較
文
學
研
究
」
一
〇
一
号
、

二
〇
一
六
年
六
月
）
は
、
小
宰
相
と
通
盛
の
馴
れ
初
め
譚
を
覚
一
本
で
読
解
し

て
お
り
、
桜
の
時
期
の
二
人
の
出
会
い
は
若
菜
上
巻
の
柏
木
に
よ
る
女
三
の
宮

の
か
い
ま
見
を
意
識
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
が
、
少
な
く
と
も
延
慶
本
で
は
そ

の
よ
う
に
は
読
め
な
い
。
辛
島
正
雄
『
中
世
王
朝
物
語
史
論　

下
巻
』（
笠
間
書

院
、
二
〇
〇
一
年
九
月
）
に
お
け
る
『
木
幡
の
時
雨
』
論
で
論
証
さ
れ
る
よ
う

に
、
若
菜
上
巻
の
か
い
ま
見
を
、
男
女
の
出
会
い
の
美
的
な
一
典
型
と
し
て
引

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、『
源
氏
小
鏡
』
成
立
前
後
ま
で
下
る
だ
ろ
う
。
小

宰
相
の
さ
す
ら
い
の
き
っ
か
け
と
な
る
桜
の
時
期
の
か
い
ま
見
と
し
て
は
『
源

氏
物
語
』
花
宴
巻
を
、
人
目
を
気
に
し
て
牛
車
か
ら
降
り
煩
う
小
宰
相
の
様
子

は
『
住
吉
物
語
』
の
嵯
峨
野
の
野
遊
び
の
場
面
に
お
け
る
宮
腹
の
姫
君
を
モ
デ

ル
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
20
）��

注
（
12
）
佐
伯
論
文
は
、
小
宰
相
の
お
こ
な
い
は
子
殺
し
の
罪
の
他
に
も
、

入
水
間
際
に
夫
へ
の
恩
愛
を
語
る
の
は
「
臨
終
正
念
の
教
え
に
抵
触
す
る
」
こ

と
が
想
定
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
平
家
物
語
』
の
語
り
手
が
小
宰
相
の
言

動
を
批
判
す
る
こ
と
は
皆
無
だ
と
指
摘
す
る
。
小
宰
相
の
語
ら
れ
ぬ
罪
に
関
す

る
考
察
は
他
に
、
高
木
信
「〈
貞
女
〉
の
檻
―�〈
知
〉
に
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
さ

れ
た
小
宰
相
」（『「
死
の
美
学
化
」
に
抗
す
る　
『
平
家
物
語
』
の
語
り
方
』（
青

弓
社
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）、
大
津
雄
一
「
残
さ
れ
た
女
の
物
語
―
小
宰
相
と

曾
我
兄
弟
の
母
―
」（『
い
く
さ
と
物
語
の
中
世
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
五
年

八
月
）
が
あ
る
。

（
21
）��

注
（
20
）
高
木
論
文
は
、「
忠
臣
」
と
並
列
さ
れ
る
「
貞
女
は
二
夫
に
交
わ
ら

ず
」
と
い
っ
た
定
型
句
や
、
妊
婦
の
自
死
と
そ
の
罪
を
め
ぐ
る
言
説
の
用
例
を

提
示
し
、
妊
娠
し
た
女
性
が
死
ぬ
こ
と
の
罪
障
を
「『
平
家
物
語
』
が
無
視
し
、

享
受
者
に
も
〈
忘
却
〉
さ
せ
る
よ
う
な
言
述
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
る
」
こ

と
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
。
夫
の
後
世
を
弔
う
と
い
う
常
識
か
ら
逸
脱
し
た
、『
平
家

物
語
』
で
は
例
外
的
な
小
宰
相
の
後
追
い
自
殺
と
「
貞
女
」
の
規
定
に
つ
い
て
、

先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
多
角
的
に
論
じ
て
い
る
。

（
22
）��

山
中
耕
作
「
小
宰
相
―
ク
グ
ツ
の
末
裔
た
ち
の
遊
行
唱
導
―
」（『
講
座

日
本
の
伝
承
文
学　

第
八
巻　

在
地
伝
承
の
世
界
【
西
日
本
】』
三
弥
井
書
店
、

二
〇
〇
〇
年
三
月
）
は
、
遊
行
唱
導
の
巫
覡
た
ち
の
女
性
へ
の
布
教
に
、
小
宰

相
の
物
語
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
想
定
す
る
。

（
23
）��

『
願
成
寺
地
蔵
尊
縁
起
』
に
つ
い
て
は
、
浜
畑
圭
吾
「
願
成
寺
を
め
ぐ
る
二
つ
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の
縁
起
」（『
中
世
寺
社
の
空
間
・
テ
ク
ス
ト
・
技
芸　
「
寺
社
圏
」
の
パ
ー
ス
ペ

ク
テ
ィ
ヴ
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
七
月
）
に
詳
し
い
。
佐
谷
眞
木
人
「
法

然
上
人
伝
か
ら
古
浄
瑠
璃
『
ほ
う
ね
ん
き
』
へ
」（『
寺
社
縁
起
の
文
化
学
』
森

話
社
、
二
〇
〇
五
年
一
一
月
）
は
、
法
然
の
事
跡
と
小
宰
相
の
説
話
が
結
び
つ

け
ら
れ
、
浄
土
宗
の
布
教
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
、
堤
邦
彦
「
い
く
さ
語
り
か

ら
怪
談
へ
」（
同
上
）
は
、
そ
う
し
た
鎮
魂
説
話
が
『
宿
直
草
』
の
よ
う
な
近
世

の
怪
談
の
素
材
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
る
。

（
24
）��

注
（
11
）
横
井
論
は
、
小
宰
相
に
寄
り
添
う
語
り
手
に
つ
い
て
、
生
き
残
っ

た
乳
母
子
（
も
し
く
は
乳
母
）
の
「
語
り
の
視
点
」
を
想
定
す
る
。

（
25
）��

『
願
成
寺
地
蔵
尊
縁
起
』
の
本
文
の
引
用
は
、
須
田
学
「『
願
成
寺
地
蔵
尊
縁

起
』
翻
刻
・
論
考
」（『
古
代
中
世
文
学
論
考　

三
集
』
新
典
社
、
一
九
九
九
年

一
〇
月
）
に
拠
る
。

（
26
）��

桐
壺
巻
の
当
該
場
面
の
『
源
氏
物
語
』
諸
本
の
異
同
と
、『
無
名
草
子
』
に
お

け
る
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
本
文
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
三
浦
香
「
無
名
草
子

の
源
氏
物
語
論
に
お
け
る
源
氏
物
語
本
文
か
ら
の
引
用
部
分
に
つ
い
て
」（「
東

京
成
徳
国
文
」
八
号
、
一
九
八
五
年
三
月
）
に
詳
し
い
。

（
27
）��

松
村
誠
一
「
浮
舟
―�「
ら
う
た
さ
」
と
「
心
強
さ
」�

―
」（「
成
蹊
國
文
」

創
刊
号
、
一
九
六
八
年
一
月
）。

（
28
）��

延
慶
本
で
小
町
説
話
と
共
に
引
用
さ
れ
る
、
女
へ
の
恋
の
妄
執
に
よ
っ
て
男

が
鬼
と
化
す
紺
青
鬼
説
話
も
ま
た
、
男
が
堕
落
し
た
の
は
、
男
の
気
を
惹
き
な

が
ら
も
そ
の
恋
情
に
応
え
な
か
っ
た
女
の
落
ち
度
と
さ
れ
、
そ
の
罪
が
問
わ
れ

る
言
説
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
田
中
貴
子
「
鬼
に
と
り
憑
か
れ
た
〈
悪
女
〉　

染
殿
后
と
位
争
い
」（『
悪
女
伝
説
の
秘
密
』
角
川
書
店
、
二
〇
〇
二
年
九
月
）

に
詳
し
い
。
ま
た
注
（
3
）
拙
稿
で
触
れ
た
よ
う
に
、
実
際
に
起
き
た
事
件
を

『
源
氏
物
語
』
浮
舟
入
水
譚
を
踏
ま
え
な
が
ら
脚
色
し
て
い
る
と
お
ぼ
し
き
『
今

昔
物
語
集
』
巻
二
十
九
・
第
八
話
も
、「
紅
の
袴
」
姿
の
女
が
路
上
で
無
残
に
殺

害
さ
れ
た
の
は
、
男
の
懸
想
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
報
い
だ
と
噂
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
高
橋
亨
「
存
在
感
覚
の
思
想
―�〈
浮
舟
〉
に
つ
い
て
」（『
源
氏
物
語

の
対
位
法
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
五
月
）
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

浮
舟
巻
の
浮
舟
も
ま
た
、
匂
の
宮
を
愛
執
の
罪
に
惑
わ
せ
た
の
み
な
ら
ず
、
従

者
の
自
分
（
時
方
）
に
も
虚
言
の
罪
を
犯
さ
せ
る
の
だ
と
、
冗
談
め
か
し
て
る

と
は
い
え
、「
女
こ
そ
罪
深
う
お
は
す
る
も
の
は
あ
れ
」（
一
三
四
頁
）
と
、
男

の
仏
教
的
な
罪
の
責
任
を
な
す
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
29
）��

高
橋
亨
「
宇
治
物
語
時
空
論
」（『
源
氏
物
語
の
対
位
法
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
二
年
五
月
）、
日
向
一
雅
「
浮
舟
に
つ
い
て
―�「
人
形
」
の
方
法
と
主

題
的
意
味
―
」（『
源
氏
物
語
の
主
題　
「
家
」
の
遺
志
と
宿
世
の
物
語
の
構

造
』
桜
楓
社
、
一
九
八
三
年
五
月
）。

（
30
）��

中
田
恵
理
子
「
す
れ
違
う
言
葉
の
悲
劇
―�「
小
宰
相
身
投
」
に
お
け
る
小

宰
相
の
入
水
―
」（「
面
」
六
号
、
二
〇
一
二
年
一
一
月
）。

（
31
）��

高
木
信
「
小
宰
相
と
小
野
小
町
と
の
絆
、
あ
る
い
は
男
た
ち
の
〈
欲
望
〉
を

逆
な
で
す
る
―
『
平
家
物
語
』「
小
宰
相
身
投
」、
室
町
時
代
物
語
、
謡
曲
《
卒

塔
婆
小
町
》」（『
亡
霊
た
ち
の
中
世
』
水
声
社
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）。
小
町
説

話
に
関
す
る
参
考
文
献
な
ど
充
実
な
内
容
で
示
唆
に
富
む
。

（
32
）��

注
（
19
）
永
井
論
文
。『
源
氏
物
語
』
の
「
心
強
し
」
全
用
例
が
表
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
て
至
便
。

（
33
）��

羽
山
和
美
「『
夜
の
寝
覚
』
に
み
ら
れ
る
女
君
の
成
長
―�「
心
強
き
女
性
」

と
な
り
ゆ
く
過
程
―
」（「
日
本
文
学
論
集
」
一
七
号
、
一
九
九
三
年
三
月
）。

『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
が
『
夜
の
寝
覚
』
の
功
罪
を
強
く
意
識
し
て
作
ら
れ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
平
安
後
期
物
語
の
宇
宙
」（『
日
本
文
学
史　

古
代
・

中
世
編
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
三
年
五
月
）
で
解
説
し
た
こ
と
が
あ
る
。

（
34
）��

西
本
寮
子
「『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
主
人
公
―
女
性
と
し
て
の
成
長
を

軸
と
し
て
―
」（「
国
文
学
攷
」
九
八
号
、
一
九
八
三
年
六
月
）。
伊
達
舞
「『
と
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り
か
へ
ば
や
』
の
女
君
・
宰
相
中
将
と
宇
治
の
若
君
―
親
子
関
係
の
〈
文
〉」

（『
狭
衣
物
語　

文
の
空
間
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
四
年
五
月
）
に
よ
る
批
判
も

あ
る
が
、
星
山
健
「
王
朝
物
語
史
上
に
お
け
る
『
今
と
り
か
へ
ば
や
』�

―
「
心

強
き
」
女
君
の
系
譜
、
そ
し
て
〈
女
の
物
語
〉
の
終
焉
―
」（『
王
朝
物
語
史

論
―
引
用
の
『
源
氏
物
語
』�

―
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
）
は
、

「「
心
強
さ
」
の
語
は
ま
さ
に
、
王
朝
物
語
に
お
け
る
女
の
生
き
が
た
さ
の
歴
史

と
と
も
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
」
と
の
達
見
を
示
す
。

（
35
）��

安
田
真
一
「〈
女
〉
の
世
界
あ
る
い
は
〈
女
〉
の
不
幸
―�『
今
と
り
か
へ
ば

や
』
四
の
君
を
め
ぐ
っ
て
―
」（「
古
代
文
学
研
究　

第
二
次
」
四
号
、
一
九

九
五
年
一
〇
月
）
な
ど
、
安
田
氏
は
女
中
納
言
と
相
対
す
る
四
の
君
を
、「
社
会

的
規
範
に
搦
め
取
ら
れ
た
〈
普
通
の
女
〉」
と
位
置
付
け
る
。

（
36
）��

西
本
寮
子
「
演
じ
続
け
る
女
君
―�『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
に
お
け
る
罪
の

問
題
―
」（『
物
語
〈
女
と
男
〉　

新
物
語
研
究
３
』（
有
精
堂
、
一
九
九
五
年

一
一
月
）、
拙
稿
「『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
女
中
納
言
―
男
女
並
立
か
ら
導

き
出
さ
れ
る
〈
女
〉
の
罪
と
呪
縛
―
」（「
跡
見
学
園
女
子
大
学
紀
要
」
二
六

号
、
一
九
九
八
年
三
月
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
37
）��

安
田
真
一
「〈
主
体
性
〉
を
捏
造
す
る
〈
こ
と
ば
〉
と
〈
身
体
〉�
―�『
と
り

か
へ
ば
や
』
の
女
君
と
宰
相
中
将
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
叢
書　

想
像
す
る
平

安
文
学　

第
３
巻　

言
説
の
制
度
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
一
年
五
月
）。

（
38
）��

神
田
龍
身
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」（『
神
田
龍
身
初
期
論
文
集
』
学
習
院
大

学
、
二
〇
二
一
年
一
一
月
）。

（
ば
ば　

じ
ゅ
ん
こ　

立
教
新
座
中
学
校
・
高
等
学
校
非
常
勤
講
師
、�

立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
研
究
員
）


